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実
施
状
況
調
査
の
結
果
が 

ま
と
ま
り
ま
し
た

　
全
国
学
童
保
育
連
絡
協
議
会
（
以
下
、
全
国
連
協
）

は
毎
年
、
五
月
一
日
現
在
の
学
童
保
育
の
実
施
状
況
を

調
査
し
て
い
ま
す
（
全
国
す
べ
て
の
市
町
村
〔
特
別
区

を
含
む
。
以
下
同
〕
一
七
四
一
市
町
村
を
対
象
と
す
る

悉
皆
調
査
）。
こ
の
調
査
は
、「
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
」
を
対
象
と
し
て
お
り
、
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
企
業

や
個
人
が
開
設
す
る
「
民
間
の
学
童
保
育
」
は
含
ま
れ

て
い
ま
せ
ん
。
二
〇
二
五
年
度
も
す
べ
て
の
市
町
村
か

ら
デ
ー
タ
を
得
ま
し
た
。
調
査
結
果
の
概
要
は
、
本
誌

今
月
号
の
五
四
ペ
ー
ジ
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
調
査
は
全
国
す
べ
て
の
市
町
村
か
ら
回
答
を
い

た
だ
く
悉
皆
調
査
と
し
て
、
一
九
八
〇
年
か
ら
継
続
し

て
き
ま
し
た
。
依
頼
を
控
え
た
の
は
、
二
〇
一
一
年
、

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
た
折
に
、
岩
手
県
・
宮
城
県

の
沿
岸
部
お
よ
び
福
島
県
の
原
発
三
〇
キ
ロ
圏
内
に
あ

る
三
四
市
町
村
と
、
翌
二
〇
一
二
年
に
福
島
県
内
の
九

町
村
の
み
で
す
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
、
全
国
連
協
の
報

道
発
表
資
料
や
調
査
結
果
を
掲
載
す
る
冊
子
に
も
明
示

し
て
き
ま
し
た
。
毎
年
ご
協
力
い
た
だ
き
、
市
町
村
担

当
課
の
皆
様
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　
二
〇
二
六
年
三
月
五
日
、
厚
生
労
働
省
内
の
厚
生
労

働
記
者
会
で
今
回
の
調
査
結
果
に
つ
い
て
記
者
会
見
を

行
い
ま
し
た
（
資
料
は
全
国
連
協
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す
）。

　
放
課
後
や
学
校
休
業
日
の
生
活
は
、
子
ど
も
が
自
ら

の
過
ご
し
方
を
考
え
、
決
定
し
て
い
く
こ
と
の
で
き
る

時
空
間
で
あ
り
、
子
ど
も
の
成
長
・
発
達
に
欠
か
せ
な

い
大
切
な
時
間
で
す
。
子
ど
も
や
家
庭
の
実
態
と
願
い

に
応
じ
た
、
地
域
の
住
民
や
文
化
と
の
多
様
で
豊
か
な

関
わ
り
と
施
設
や
事
業
が
求
め
ら
れ
ま
す
。私
た
ち
は
、

子
ど
も
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
や
施
設
、
そ
れ
ぞ

れ
の
取
り
組
み
や
理
念
を
お
互
い
に
尊
重
し
な
が
ら
、

連
携
し
、
子
ど
も
が
安
心
し
て
豊
か
に
育
ち
あ
え
る
地

域
社
会
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

　
今
後
、
こ
の
調
査
結
果
を
根
拠
と
し
て
、
国
や
自
治

体
に
必
要
な
要
望
を
し
て
い
き
ま
す
。

「
放
課
後
児
童
支
援
員
」
の
資
格
要
件

を
二
〇
二
七
年
度
か
ら
緩
和
す
る
方
針

　
二
〇
二
五
年
一
一
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
た
こ
ど
も

家
庭
庁
こ
ど
も
家
庭
審
議
会
こ
ど
も
の
居
場
所
部
会

「
児
童
厚
生
施
設
及
び
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
に
関
す
る

専
門
委
員
会
」（
以
下
「
専
門
委
員
会
」）
で
は
、「
放

課
後
児
童
ク
ラ
ブ
の
『
事
業
の
質
と
職
員
の
確
保
』
へ

の
対
応
に
つ
い
て
」
が
議
題
に
あ
げ
ら
れ
ま
し
た
。
く

わ
し
く
は
、
本
誌
二
〇
二
六
年
一
月
号
「
協
議
会
だ
よ

り
」
を
ご
ら
ん
く
だ
さ
い
。

　
こ
の
議
論
を
受
け
て
、「
放
課
後
児
童
対
策
パ
ッ
ケ
ー

ジ
二
〇
二
六
」
や
国
の
令
和
八
年
度
予
算
案
で
は
、「
受

講
者
と
認
定
資
格
研
修
を
実
施
す
る
都
道
府
県
等
の
負

担
軽
減
の
た
め
、
国
が
オ
ン
デ
マ
ン
ド
研
修
教
材
や
修

了
テ
ス
ト
を
開
発
」
す
る
と
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
ま

す
。

　
二
〇
二
六
年
二
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
た
「
専
門
委

員
会
」
で
は
、「
放
課
後
児
童
支
援
員
認
定
資
格
に
関

す
る
基
準
に
つ
い
て
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
対
応
策
が
示

さ
れ
ま
し
た
。

○�

基
礎
資
格
の
要
件
緩
和
を
進
め
る
べ
き
と
い
う
意
見

を
踏
ま
え
、
以
下
の
よ
う
に
対
応
し
て
は
ど
う
か
。

・�「
大
学
・
大
学
院
卒
業
（
修
了
）
者
に
お
い
て
、
一

年
間
の
従
事
経
験
を
も
つ
者
」
を
追
加
す
る
。［「
放

課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
」
を
変
更
］

・�
基
礎
資
格
の
要
件
と
し
て
、
こ
ど
も
家
庭
ソ
ー
シ
ャ
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ル
ワ
ー
カ
ー
を
加
え
る
。［「
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
」
を
変
更
］

・�

大
学
四
年
生
等
の
基
礎
資
格
取
得
見
込
者
の
扱
い
に

つ
い
て
は
、
大
学
三
年
生
（
大
学
に
二
年
以
上
在
学

し
、
六
二
単
位
以
上
修
得
し
た
者
）
か
ら
受
講
が
可

能
と
な
る
よ
う
拡
大
す
る
。［「
実
施
要
綱
」
を
変
更
］

・�

基
準
の
改
正
等
を
踏
ま
え
、令
和
九
年
度
（
二
〇
二
七

年
度
）
か
ら
の
運
用
を
目
指
す
。

　
ま
た
、「
放
課
後
児
童
支
援
員
等
研
修
等
の
あ
り
方

に
つ
い
て
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
対
応
策
が
示
さ
れ
ま
し

た
。

○ 

認
定
資
格
研
修
の
質
の
確
保
の
た
め
、

・�

令
和
七
年
度
補
正
予
算
「
放
課
後
児
童
支
援
員
の
確

保
に
係
る
認
定
資
格
研
修
推
進
事
業
」
に
お
い
て
作

成
す
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
研
修
動
画
や
、
過
去
に
作
成

し
た
研
修
教
材
の
活
用
を
促
し
、
改
正
し
た
運
営
指

針
の
内
容
（
特
に
、
こ
ど
も
の
権
利
等
に
関
す
る
箇

所
等
）
や
、
シ
ラ
バ
ス
に
準
拠
し
た
研
修
内
容
が
各

地
で
実
施
で
き
る
よ
う
に
支
援
す
る
。

・�

研
修
講
師
が
作
成
し
、
配
布
等
を
行
う
資
料
に
つ
い

て
は
、
実
施
主
体
等
で
の
確
認
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
、

実
施
要
綱
を
改
正
す
る
。

○ 

オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信
に
よ
る
研
修
に
つ
い
て
、

・�

受
講
者
、
主
催
者
の
負
担
を
考
慮
し
た
制
度
内
容
と

し
、
従
事
希
望
者
が
受
講
で
き
る
環
境
を
広
く
整
え

る
目
的
で
一
部
科
目
に
お
け
る
オ
ン
デ
マ
ン
ド
配
信

に
よ
る
研
修
も
可
能
と
す
る
よ
う
、
実
施
要
綱
を
改

正
す
る
。

・�

合
わ
せ
て
、
研
修
効
果
を
担
保
す
る
た
め
、
受
講
後

の
レ
ポ
ー
ト
や
受
講
確
認
等
の
留
意
事
項
に
つ
い
て

も
示
す
こ
と
と
す
る
。

＊
　
　
　
　
　
＊
　
　
　
　
　
＊

　「
放
課
後
児
童
支
援
員
の
人
材
確
保
」
は
喫
緊
の
課
題

で
す
。
と
こ
ろ
が
課
題
の
解
決
策
を
、「
資
格
の
取
得
方

法
を
容
易
化
す
る
」
方
向
に
求
め
る
自
治
体
も
出
て
き

て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
保
育
の
質
の
確
保
そ
の
も
の
が

困
難
に
な
り
ま
す
し
、「
子
ど
も
の
命
と
安
全
を
守
る
」

と
い
う
学
童
保
育
の
役
割
を
揺
る
が
し
か
ね
ま
せ
ん
。

第
五
一
回
全
国
学
童
保
育
指
導
員
学
校

を
開
催
し
ま
す

　
指
導
員
に
は
、
専
門
的
な
力
量
の
向
上
が
求
め
ら
れ

ま
す
。
全
国
連
協
は
、「
資
格
を
取
得
す
る
こ
と
は
学

童
保
育
で
仕
事
を
す
る
う
え
で
の
あ
く
ま
で
入
り
口
で

あ
る
こ
と
」「
指
導
員
に
は
自
己
研
鑽
と
現
任
研
修
が

必
要
で
あ
る
こ
と
」
と
し
て
、
内
容
を
さ
ら
に
充
実
さ

せ
て
、
第
五
一
回
全
国
学
童
保
育
指
導
員
学
校
を
開
催

す
る
準
備
を
し
て
い
ま
す
。

　
指
導
員
学
校
は
、
学
童
保
育
の
役
割
と
指
導
員
の
仕

事
内
容
を
た
し
か
め
、「
子
ど
も
に
と
っ
て
ど
う
だ
っ

た
の
か
」
と
い
う
視
点
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
会
場
の
地
域

の
指
導
員
、
保
護
者
の
課
題
意
識
に
沿
っ
て
、
学
び
つ

づ
け
て
き
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
う
し
た
学
び
の
機
会
を

持
つ
こ
と
が
、
指
導
員
が
働
き
つ
づ
け
る
大
き
な
支
え

に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
二
〇
二
六
年
度
は
、
会
場
開
催
に
戻
し
つ
つ
も
、
一

部
の
会
場
で
は
オ
ン
ラ
イ
ン
も
活
用
し
て
、
全
国
八
会

場
で
開
催
し
ま
す
。
本
誌
今
月
号
の
巻
末
に
案
内
を
掲

載
し
ま
し
た
。受
講
者
一
人
ひ
と
り
が
主
体
的
に
学
び
、

皆
で
つ
く
る
指
導
員
学
校
に
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

＊�

ど
の
会
場
で
も
受
講
で
き
ま
す
。
複
数
の
会
場
を
受

講
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
（
受
講
料
は
そ
れ
ぞ
れ
必

要
で
す
）。

＊�

連
絡
協
議
会
な
ど
の
加
盟
・
未
加
盟
に
か
か
わ
り
な

く
、
ど
な
た
で
も
受
講
で
き
ま
す
。
保
護
者
や
行
政

職
員
の
方
々
も
受
講
で
き
ま
す
。

＊�

お
問
い
合
わ
せ
は
、
全
国
連
協
事
務
局
ま
た
は
開
催

地
の
連
絡
協
議
会
ま
で
。

＊�

案
内
・
申
込
書
が
あ
り
ま
す
。
全
国
連
協
事
務
局
ま

た
は
地
域
の
連
絡
協
議
会
で
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
の

で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。


